
全国の

ご利用いただけます。

※本局。支局等合計312か所

遺言書の

保管の申請には

かかります。
●

tt

法務局手続案内予約サービス専用ページ

htps://www.:ega卜ab.m。 lgO・ip/houmu.hOme‐ t/

【問合せ先】
名古屋法務局―宮支局
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手続には

予約が必要で1 躙
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遺言者の手続

遺言書の保管の申請
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③ 手続には必ず遺言者本人が法
務局にお越しください。

自筆証書遺言の方式について

外形的な確認を行います。
③

③ 遺言の内容についての相談は
お受けできません。

③ 亡くなられた後に通知したい相
続人等を1名指定できます。

③ 遺言者は預けた遺言書の閲覧
や保管の申請の撤回をすること
ができます。  7彙重毯,た口,ζ
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保管の申請に必要なもの

(1,自筆証書遺言に係る
遺言書

′
11)申請書′

負)添付書類(本籍の
記載のある住民票等)

3)本人確認書類
(マイナンバーヵ―ド・

運転免許証等)

3)手数料(収入印紙)

※申請書の様式は、法務省HP
(htpS://WWw.moi.go.ip/MIN‖ /mini10■00051.htm:)

からダウンロードできます。また。遺言書保管所窓口にも
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備え付けられています。

相続人等は,遺言書の内容
の証明書の請求や遺言書の

遺言書が法務局において

保管されていることを,そ
の他の相続人等に通知し閲覧をすることができます。

>
ます。

相続人等が遺言書情報証明
書の交付を受けた場合又は

遺言書の閲覧をした場合

検認不要 法務局において保管されている遺言書については,

家庭裁判所での検認が不要となります。

③ 本制度に係る全ての手続には予約が必要です。
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遺言者が亡くなられた後の手続
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